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平成から令和へと時代は変わり、日本中が新たな風を感じ、未来へ向かい、
新しい道を歩み始めている中、私たちのまち袖ケ浦は、平成３年４月の市政施
行から３０年の節目を迎えようとしています。

本市は、東京湾アクアラインの着岸地に近接し、交通結節点となる地理的特性を活かして、これまで
社会基盤と産業基盤の整備を進めるとともに、特色ある子育て施策や教育施策などを展開してきまし
た。その結果、子育て世代をはじめとする多くの方々に移り住んでいただき、全国的に人口減少社会が
到来する中、人口が継続的に増加を続け、令和元年に前総合計画で掲げていた目標人口６万４千人を
達成いたしました。

しかしながら、本市においても、中長期的には人口が減少に転じるとともに、少子高齢化がさらに
進行するものと予測されています。また、令和元年房総半島台風が本市にも甚大な被害をもたらした
ことや、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による社会経済活動への多大な影響など、災害をはじめ
とした様々な脅威に対してこれまで以上に、市民の皆様が安心して暮らすことのできるまちづくりが
求められています。

このような課題に対応して、将来に向けて新しい力を生み出し、今後も持続的に発展していくため、
令和１３年度を目標年次とする新しい総合計画を策定しました。本計画では、本市が目指す将来の姿を

「みんなでつくる 人つどい 緑かがやく 安心のまち 袖ケ浦」としております。
本計画に基づき、「住みたい、働きたい、訪れたい」人が集うまち、豊かな自然環境と都市機能・

住みやすい生活環境とが調和した緑の広がる美しいまち、そして災害等に強く住み慣れた地域で
健やかに安心して暮らし続けることができるまちを目指してまいります。

そのためには、市民・地域・事業者・行政などの様々な主体が連携して、まちづくりに取り組んで
いくことが大変重要であると考えております。次の袖ケ浦を築くため、常に未来を見据えながら全力で
まちづくりに取り組んでまいりますので、皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

結びに、本計画の策定にあたり貴重なご意見・ご協力をいただきました市民、事業者及び袖ケ浦市
総合計画審議会委員の皆様に心より御礼申し上げます。

令和２年６月

袖ケ浦市長　粕谷　智浩

·「みんなでつくる·人つどい·緑かがやく
　　　　　　安心のまち·袖ケ浦」の実現に向けて
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総合計画の概要

計画の構成と期間

「袖ケ浦市総合計画」は、今後のまちづくりの指針として、本市が目指す将来の姿を明らか

にするとともに、その実現のための方策を示すものであり、本市のまちづくりにおける最上位

の計画として位置付けられるものです。

基本計画

実施計画

基本構想

本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の三層構造で構成されます。

それぞれの計画の期間は、次のとおりです。

年度 令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

令和
６年度

令和
７年度

令和
８年度

令和
９年度

令和
１０年度

令和
１１年度

令和
１２年度

令和
１３年度

基本構想

基本計画

実施計画

基本構想（１２年間）

前期基本計画（６年間） 後期基本計画（６年間）

第１期実施計画（３年間） 第２期実施計画（３年間） 第３期実施計画（３年間） 第４期実施計画（３年間）

※必要に応じて毎年見直し

市のまちづくりに係る構想であって、 
市が目指す将来の姿を示すものです。

基本構想を実現するための基本的な計画で、 
まちづくりに係る施策の方向性や目標を 
体系的に明らかにするものです。

基本計画に定める施策を実現するための計画で、 
個別の事業における年次ごとの取組内容を 
明らかにするものです。
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基本構想

１．市が目指す将来の姿

○子育て・教育の充実、産業の活性化、交通アクセスや多様な地域資源など、本市の魅力を発揮す

ることにより、「住みたいまち」「働きたいまち」「訪れたいまち」として人が集うまちを目指します。

○豊かな自然環境と、都市機能や住みやすい生活環境とが調和した、緑が広がる美しいまちを目指

します。

○市民一人ひとりが住み慣れた地域で健やかに安心して暮らし続けることができるまちを目指します。

○これらを実現するため、市民一人ひとりの個性や知恵、人のつながりを活かしながら、地域社会

を構成する様々な主体が互いに協力する、みんなでつくるまちを目指します。

２．将来の目標人口

○本市の人口は、令和７年頃にピークを迎えた後に、緩やかな減少局面となる見通しですが、総合

計画に基づく効果的な施策の展開を図ることにより、その減少幅を抑制し、令和 13 年度末の人

口を 65,000 人以上とすることを目標とします。

【将来人口推計】

みんなでつくる  人つどい  緑かがやく  安心のまち  袖ケ浦

令和１３年度の目標人口 ： 65,000 人以上を維持

61,445人
62,042人

64,225人

←実績 推計→

64,379人
65,035人 65,012人 64,770人

64,315人

60,355人
60,952人

62,774人

63,784人
64,130人 63,952人

63,589人

60,000

61,000

62,000

63,000

64,000

65,000

66,000
（人）
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令和13年度末  目標人口
65,000人以上を維持

「袖ケ浦市人口ビジョン」
（国勢調査〔2015年〕基準）
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３．「市が目指す将来の姿」を実現するための視点

市が目指す将来の姿を実現するため、以下の視点を重視していきます。

みんなでつくる  人つどい  緑かがやく  安心のまち  袖ケ浦

市が目指す将来の姿

基本的視点１

誰もが
活躍するまち

基本的視点２

安心して
暮らせるまち

共通の視点
みんなでつくるまち

基本的視点３

人が集まる
活気あるまち

·視点１·　誰もが活躍するまち

将来の発展に向けて、今後の担い手となる人々を育む
とともに、市民が知識・能力・経験等を十分に活かすこと
ができる、誰もが活躍するまちづくりを進めます。

··共通の視点·　みんなでつくるまち
地域における人のつながりを深め、市民相互の交流に
よる活力あふれるコミュニティを形成するとともに、
市民・地域・事業者・行政など地域社会を構成する様々
な主体が連携・協力しながら、みんなで力を合わせた
まちづくりを進めます。

視点３·　人が集まる活気あるまち

市民生活や各産業における多様な波及効果を創出し、
人が集まる活気あるまちづくりを進めます。

·視点２·　安心して暮らせるまち

すべての市民が健康でいきいきと安心して暮らせるまち
づくりを進めます。

「市が目指す将来の姿」と「実現するための視点」
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前期基本計画

１．施策体系

本計画では、市が目指す将来の姿を実現するための取組を 6 つの分野（章）に分けて整理し、各

章に対応した施策を推進していきます。

市が目指す
将来の姿 章 施策

1.子育て支援
2.学校教育
3.生涯学習
4.スポーツ
5.文化芸術・文化財

1.健康づくり・医療
2.地域福祉
3.高齢者福祉
4.障がい者福祉

1.防災
2.防犯・交通安全
3.消防・救急
4.消費生活
5.環境保全
6.廃棄物・リサイクル

1.市街地形成
2.公園・緑地
3.道路
4.河川
5.下水道
6.住宅
7.公共交通

1.農林業
2.商工業
3.観光
4.雇用・就業

1.市民活動
2.人権・男女共同参画
3.多文化共生
4.情報共有・発信
5.行政運営
6.財政運営

第６章

みんながつながり参加する
持続可能なまちづくり
【市民活動・行財政】

み
ん
な
で
つ
く
る

　人
つ
ど
い

　緑
か
が
や
く

　安
心
の
ま
ち

　袖
ケ
浦

第１章

子育て環境と学び・活動の場が
充実した未来を育むまちづくり
【子育て・教育・文化】

支え合いと支援のもとで
健やかに暮らせるまちづくり
【健康・医療・福祉】

第２章

第３章

安全・安心で環境にやさしい
まちづくり

【防災・防犯・環境】

第４章

都市と自然が調和した
住みやすいまちづくり
【都市形成・都市基盤】

第５章

地域の魅力を活かした
にぎわいのあるまちづくり

【産業】
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２．重点的取組

基本構想に掲げた基本的視点に対応し、効果的・分野横断的に取り組む「重点的取組」を次のよ

うに定め、それぞれの取り組むべきテーマに沿って施策を展開します 1。

１．“誰もが活躍するまち”の実現

取り組むべきテーマ 施策の方向性

子育て・教育環境の
充実

・幼児教育・保育サービスの充実　　・生きる力を育む学校教育の推進
・青少年健全育成の推進

社会参加の促進 ・生涯学習の充実　　・高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進
・地域活動の活性化

２．“安心して暮らせるまち”の実現

取り組むべきテーマ 施策の方向性

災害や犯罪・事故等
の対策強化 ・防災対策の強化　　・防犯対策の推進　　・交通安全の推進

暮らしやすい生活 
環境の確保 ・自然環境の保全と共生　　・市内における移動手段確保

健康づくり・福祉 
サービスの充実

・健康づくりの推進　　・地域福祉の推進　　・住み慣れた地域での生活支援
・障がいのある人の自立生活支援の推進

３．“人が集まる活気あるまち”の実現

取り組むべきテーマ 施策の方向性

快適なまちづくり ・計画的なまちづくりの推進　　・都市計画道路の整備
・都市間交通の利便性確保

産業競争力の強化 ・活力ある商業の推進　　・力強い工業の推進　　・雇用の促進

交流人口の増加 ・スポーツツーリズムの推進　　・農業とふれあう機会の拡大
・観光地としての魅力づくり　　・シティプロモーションの展開

1 共通の視点「みんなでつくるまち」は、重点的取組に限らずすべての施策に共通した考え方のため、これに対応し

た重点的取組は設定しません。
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３．分野別施策

第1章　子育て環境と学び・活動の場が充実した未来を育むまちづくり·
【子育て・教育・文化】

1-1　子育て支援

目指す·
まちの姿

○行政・地域・家庭が一体となった子育
て支援の取組により、安心して子育て
できる環境となっています。

○次代を担う子どもたちが、望ましい未来
をつくり出す力の基礎を培うため、等し
く幼児期の教育・保育を受けることが
できる環境が整えられています。

（1）結婚や妊娠・出産に向けた支援の充実

取組例
○結婚相談所の開設・結婚相談の実施

○子育て世代総合サポートセンターでの
相談受付

（2）子育て世帯の状況に応じた支援の充実

取組例
○妊娠・子育て世帯への相談業務の実施

○放課後児童クラブの運営支援

（3）幼児教育・保育サービスの充実

取組例
○一時保育、延長保育、休日保育、病児

保育、病後児保育事業等の充実とＰＲ

○私立認可保育所等の施設整備の助成

（4）地域における子育て支援施策の充実

取組例

○地域子育て支援センターの運営支援・
新設の検討

○ファミリーサポートセンターの運営、
会員の募集、会員間交流会等の開催

1-2　学校教育

目指す·
まちの姿

○「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」
の“生きる力”の育成が図られ、また、
開かれた学校づくりが進み、地域と協
働した学校づくりがなされています。

（1）生きる力を育む学校教育の推進

取組例

○全小中学校への基礎学力向上支援教
員の配置等による指導体制の充実

○情報教育機器の整備（無線ＬＡＮ、タ
ブレット機器、校務用コンピュータの
更新等）

（2）開かれた学校づくりの推進

取組例

○学校支援ボランティアの募集・研修会
の実施

○学校支援ボランティアによる活動の促
進（学習支援、安全支援、環境支援）

（3）教育環境の整備

取組例
○奈良輪小学校校舎の増築

○登下校時のパトロール、通学路の安全
点検の実施
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1-3　生涯学習

目指す·
まちの姿

○市民が主体的に生涯学習に取り組んだ
成果が豊かな地域づくりに活かされ、
また、青少年を地域全体で育み、健や
かに成長できる環境が整っています。

（1）生涯学習の充実

取組例
○子どもの世代に応じた家庭教育学級・

親業訓練入門講座の開催

○地域別課題をテーマとした講座の開催

（2）社会教育環境の整備

取組例
○公民館等の吊天井等耐震対策工事の

実施

○社会教育施設のあり方の見直し

（3）青少年健全育成の推進

取組例
○青少年育成袖ケ浦市民会議・地区住民

会議の開催

○非行防止活動の実施

1-4　スポーツ

目指す·
まちの姿

○市民の誰もが、それぞれのライフスタ
イルに応じてスポーツ・レクリエーショ
ンに親しみ、心身ともに健やかな生活
を送ることができています。

（1）地域スポーツ・レクリエーション活動の推進

取組例
○総合型地域スポーツクラブの活動支援

○スポーツ教室の開催

（2）スポーツ・レクリエーション施設の環境整備

取組例 ○各施設の適正な維持管理　　

（3）スポーツツーリズムの推進

取組例
○野球・サッカー等の公式戦誘致の推進

○各種スポーツ大会誘致の推進

1-5　文化芸術・文化財

目指す·
まちの姿

○市民が文化芸術に親しむことができる
環境が整い、また、文化財の価値が
理解され、次世代に継承するための
取組が進められています。

（1）文化芸術活動の推進

取組例
○文化芸術活動団体の事業開催の支援

○袖ケ浦美術展の開催支援

（2）郷土の歴史と文化財の保存・活用

取組例
○山野貝塚の保存と活用の推進

○市民学芸員（ボランティア）養成講座
の開催

◆主な成果指標

指標名 現状値 令和7年度

安心して子育てができると
思う人の割合

73.5% 
（令和元年度） 77.0%

学 校 が 楽 し い と 感 じ る
児童・生徒の割合

88.4% 
（令和元年度） 90.0%

身近に学習ができる場や機
会があると思う市民の割合

49.6% 
（令和元年度） 51.7%

身近にスポーツ・レクリエー
ションを行う場・機会があ
ると思う市民の割合

64.2% 
（令和元年度） 70.0%

１年間に芸術を鑑賞した
市民の割合

39.8% 
（令和元年度） 43.3%
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第２章　支え合いと支援のもとで健やかに暮らせるまちづくり·
【健康・医療・福祉】

2-1　健康づくり・医療

目指す·
まちの姿

○市民一人ひとりが、ライフステージに
応じた健康づくりに主体的に取り組み、
心身ともに健やかに暮らすことができ
ています。

(1) 健康づくりの推進

取組例
○健康相談の実施

○健康に関する教室や検（健）診利用の
ＰＲ

(2) 生活習慣病の予防

取組例
○特定健康診査・特定保健指導の実施

○各種がん検診の実施

(3) 地域医療体制の充実

取組例
○在宅当番医制度の実施

○夜間急病診療所等の運営

2-2　地域福祉

目指す·
まちの姿

○市民・地域・行政の連携による福祉活
動の支え合いの仕組みや、自立に向け
た支援体制が整い、市民誰もが安心
して自分らしい生活を送ることができ
ています。

(1) 地域福祉の推進

取組例
○地域ふれあいサロンの運営・増設

○地区社会福祉協議会の活動支援

(2) 生活困窮者の生活基盤の安定と自立の促進

取組例
○生活困窮者向け相談・情報提供体制

の実施

○学習支援の実施
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2-3　高齢者福祉

目指す·
まちの姿

○地域の実情に応じた介護予防の取組や
生活支援サービスの充実などにより、
高齢者がいきいきと可能な限り住み
慣れた地域で安心して生活することが
できています。

(1) 介護予防の推進

取組例
○介護予防に関する講演会や教室等の

開催

○介護予防活動団体の活動支援　

(2) 住み慣れた地域での生活支援

取組例
○地域包括支援センターの機能強化

○在宅医療・介護の連携の推進

(3) 地域で支え合う仕組みづくりの推進

取組例
○住民主体型活動を行う団体の立ち上

げ及び運営支援

○高齢者見守りネットワーク活動の実施

(4) 高齢者の生きがいづくりと社会参加の推進

取組例
○シルバー人材センターの運営支援

○介護支援ボランティア活動の促進

2-4　障がい者福祉

目指す·
まちの姿

○障がいの有無に関わらず、地域全体で
支え合う社会を築くことにより、障が
いのある人が、安心して、自分らしく
生活を送ることができています。

(1) 障がいのある人の自立生活支援の推進

取組例
○障がい者等への相談支援の充実

○基幹相談支援センターの設置・運営

(2) 障がいのある人を支える生活環境の整備

取組例
○日常生活用具の給付

○障がい者等へのタクシー利用料金の
助成

(3) 権利擁護の推進

取組例

○差別解消や虐待防止等に向けた啓発
活動の実施

○成年後見制度の周知・制度に関する相
談支援等

◆主な成果指標

指標名 現状値 令和7年度

安心して医療機関を利用
できると感じている市民
の割合

60.0% 
（令和元年度） 62.0%

地域で支え合って安心して
暮らしている市民の割合

59.1% 
（令和元年度） 65.0%

住 み な れ た 地 域 で 最 期
まで暮らし続けたいと思う
高齢者の割合

79.3％ 
（平成 29 年度） 80.0%

障がいのある人が安心して
暮らしていると感じている
市民の割合

26.4％ 
( 令和元年度 ) 28.0％
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第３章　安全・安心で環境にやさしいまちづくり·
【防災・防犯・環境】

3-1　防災

目指す·
まちの姿

○確立された防災体制・水防体制及び
市民の手による地域防災力により、
災害から市民の生命と財産が守られて
います。

(1) 防災対策の強化

取組例
○防災行政無線施設の更新

○防災講座・研修会の開催

(2) 地域における防災力の強化

取組例
○自主防災組織結成の促進

○地区別防災訓練の実施

(3) 災害応急・復旧対策の充実

取組例
○安否確認訓練の実施

○災害時応援協定の締結

3-2　防犯・交通安全

目指す·
まちの姿

○防犯体制の充実が図られるとともに、
防犯と交通安全に関して市民の意識
が高まり、市民が安全・安心に暮らす
ことができています。

(1) 防犯対策の推進

取組例
○防犯灯の設置及び維持管理

○街頭防犯カメラの設置及び維持管理

(2) 地域における防犯体制の強化

取組例
○自主防犯組織の新規設立の促進

○自主防犯組織のリーダー研修会の実施　

(3) 交通安全の推進

取組例
○交通安全教育の実施（保育施設、小中

学校、シニアクラブ等）

○高齢者向け安全運転対策の実施

3-3　消防・救急

目指す·
まちの姿

○消防・救急体制の充実が図られるとと
もに、事業者や市民の防火意識が高
まり、市民が安全・安心に暮らすこと
ができています。

(1) 消防・救急体制の充実

取組例
○消防庁舎の整備方針の検討

○消防団に関する広報活動による加入の
促進

(2) 火災予防の推進

取組例
○火災予防運動の実施（秋・春）

○住宅用火災警報器の普及促進
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3-4　消費生活

目指す·
まちの姿

○市民の消費者問題に対する知識や判断
力が高まり、相談体制の充実により、
市民が安心して生活を送ることができ
ています。

(1) 消費者保護対策の推進

取組例
○消費生活相談の実施

○消費問題に関する情報の収集と市民
への提供

(2) 消費者意識の向上

取組例
○消費者教室の開催

○啓発パンフレット等の作成・配布

3-5　環境保全

目指す·
まちの姿

○豊かな自然環境が保全されるととも
に、地球にやさしい持続可能な社会
がつくりだされています。

(1) 自然環境の保全と共生

取組例
○椎の森自然環境保全緑地の整備

○有害鳥獣・特定外来生物の防除

(2) 地球温暖化対策の推進

取組例
○地球温暖化に関する情報発信等

○省エネルギー設備等の導入促進

(3) 快適で安全に生活できる環境の維持

取組例
○大気汚染測定機器等の計画的な更新

○各種法令など規制遵守の指導

3-6　廃棄物・リサイクル

目指す·
まちの姿

○ごみの減量化・資源化の促進や不法投
棄の減少により、環境にやさしい循環
型社会が形成されています。

(1) ごみの減量化・再資源化の推進

取組例
○ごみ収集制度の総合的な見直し

○ごみ資源化の普及啓発

(2) ごみ処理体制の整備

取組例
○袖ケ浦クリーンセンターの計画的な

改修

○広域施設設置に向けた取組の実施

(3) し尿処理の適正化

取組例
○合併浄化槽切り替えへの啓発活動の

実施

○合併処理浄化槽設置への補助の実施

(4) 廃棄物の不法投棄等の防止

取組例

○市及び不法投棄監視員によるパトロー
ル活動の実施

○監視カメラ及び不法投棄防止看板の
設置

◆主な成果指標

指標名 現状値 令和 7 年度

災害に強いまちづくりが
できていると思う人の割合

31.1% 
（令和元年度） 43.0%

地域の治安が良いと思う
市民の割合

74.9% 
（令和元年度） 77.7%

消防・救急体制に安心感を
持っている市民の割合

75.4% 
（令和元年度） 77.5%

商品やサービスの購入時に
日頃からトラブル回避を心
がけている市民の割合

93.4% 
（令和元年度） 95.2%

市内大 気・水質における
各項目の環境基準達成率

84.2% 
（平成 30 年度） 89.5%

1人当たり１日のごみ総排
出量

930ｇ 
（平成 30 年度） 850ｇ
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第４章　都市と自然が調和した住みやすいまちづくり·
【都市形成・都市基盤】

4-1　市街地形成

目指す·
まちの姿

○各拠点を中心に利便性が高く、効率的
な土地利用が図られ、安全で安心し
て暮らせる良好な市街地が形成されて
います。

(1) 計画的なまちづくりの推進

取組例
○都市計画マスタープランに基づく土地

利用の促進

○地籍調査の実施

(2) 市街地整備の促進

取組例
○地区計画制度の有効な活用

○市街地における狭あい道路の拡幅整備

(3) 良好な景観形成

取組例
○景観計画や景観条例に基づく規制誘導

○景観まちづくり推進団体の活動支援

4-2　公園・緑地

目指す·
まちの姿

○公園や緑地が適正に管理され、憩い
や交流の場として活用されています。

(1) 公園・緑地の適正管理

取組例
○公園内老朽施設の補修及び更新

○多様な手法を用いた公園整備の検討

(2) 公園・緑地を活用した交流機会の創出

取組例

○袖ケ浦公園まつり・百目木公園まつり
の企画内容の充実とＰＲ活動

○民間団体や企業等による公園を活用し
たイベントの支援

4-3　道路

目指す·
まちの姿

○都市計画道路などの幹線道路及び生活
道路の整備と維持管理が適切に行わ
れ、すべての利用者が安全・安心で快適
に利用できる道路環境が整っています。

(1) 都市計画道路の整備

取組例
○高須箕和田線の整備（南袖延伸）
○西内河根場線の整備

(2) 市道の整備

取組例
○三箇横田線の整備
○飯富 29 号線・代宿横田線の整備

(3) 広域幹線道路等の整備促進

取組例 ○各種要望活動の実施

(4) 道路施設の適正管理

取組例
○道路・橋梁の定期点検・補修、耐震補

強工事の実施
○道路美化活動の実施（アダプトプログラム）

4-4　河川

目指す·
まちの姿

○河川・雨水排水施設等が適正に維持管理
され、機能や安全性が保たれています。

(1) 河川施設の適正管理

取組例
○河川管理施設等の維持補修

○河川改修の検討

(2) 雨水排水施設の適正管理

取組例
○市内雨水管の点検・補修

○奈良輪雨水ポンプ場の維持管理

(3) 海岸・護岸施設の適正管理

取組例
○海岸・護岸施設の維持補修

○護岸改修工事の検討
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4-5　下水道

目指す·
まちの姿

○生活排水による環境負荷の軽減や公
衆衛生の向上が図られ、公共用水域
の良好な水質が確保されています。

(1) 下水道施設の適正管理

取組例
○下水道施設の点検調査

○下水道管耐震化工事の実施

(2) 下水道事業の経営基盤の強化

取組例
○戦略的な経営計画の立案と経営状況

の的確な分析

○料金の見直しの検討

4-6　住宅

目指す·
まちの姿

○市民が安全・安心して暮らすことので
きる住環境が整備され、空家の適切
な管理と有効活用が進んでいます。

(1) 良質な住環境の確保

取組例
○無料耐震相談会の実施

○高齢者等住宅整備資金貸付制度の運用

(2) 住宅セーフティネットの形成

取組例
○各市営住宅の改修工事等の実施

○集約化等の検討

(3) 空家対策の推進

取組例
○空家所有者への助言・指導・勧告の

実施

○空家の利活用の促進

4-7　公共交通

目指す·
まちの姿

○市民が安心して暮らしていける日常の
移動手段が確保されるとともに、広域
的な都市間移動手段も充実し、利便
性の高い交通網が形成されています。

(1) 都市間交通の利便性確保

取組例
○高速バス利用促進のＰＲ

○鉄道事業者への要望活動の実施

(2) 市内における移動手段確保

取組例
○路線バス事業者への助成

○新たな移動支援策の検討

◆主な成果指標

指標名 現状値 令和7年度

都市的未利用地率 8.6% 
（平成 28 年度） 8.3%

市 内 の 公 園 が き ち ん と
管理されていると思う市民
の割合

62.9% 
（令和元年度） 66.0%

道路環境が整っていると
感じる市民の割合

55.4% 
（令和元年度） 67.0%

河川や雨水排水施設が整
備され、安心して暮らして
いると感じる市民の割合

62.2% 
（令和元年度） 65.0%

汚水が適切に処理されてい
ると感じる市民の割合

76.9% 
（令和元年度） 77.5%

市内住宅の耐震化率 87.7% 
（平成 30 年度） 90.0%

高速バス交通に満足する
市民の割合

69.9% 
（令和元年度） 77.0%
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第５章　地域の魅力を活かしたにぎわいのあるまちづくり·
【産業】

5-1　農林業

目指す·
まちの姿

○農林業基盤整備や担い手の育成、農
地集積などが進み、優良農地の保全
や効果的な利用が図られ、魅力ある
農畜産物が生産されています。

(1) 農業経営体制の強化

取組例
○認定農業者の認定・更新

○新規就農希望者向け就農相談・情報
提供の実施

(2) 農地環境対策の推進

取組例
○農地環境保全や景観形成に関する活

動への支援

○有害鳥獣の駆除・捕獲の推進

(3) 高付加価値農業の推進

取組例
○「ちばエコ農産物」の普及拡大と消費

者へのＰＲ

○６次産業化の支援と制度の周知

(4) 農業とふれあう機会の拡大

取組例
○栽培・収穫体験機会の拡充

○「ゆりの里」での地元農産物の販売
促進

(5) 森林管理の適正化と林業の振興

取組例
○森林経営・管理に関する意向調査の

実施

○森林経営事業の実施・再委託の実施

5-2　商工業

目指す·
まちの姿

○市内商業者のネットワークが広がり、
にぎわいと交流が創出されるととも
に、エネルギー産業や製造業など様々
な企業が地域に根差し、魅力と活力
のあるまちとなっています。

(1) 活力ある商業の推進

取組例
○商工会活動の支援

○商店街が行う市民交流活動への支援

(2) 力強い工業の推進

取組例
○新規立地奨励金の交付

○大規模設備投資奨励金の交付

(3) 中小企業の支援

取組例
○中小企業向け相談窓口の開設・運用

○事業承継対策の推進
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5-3　観光

目指す·
まちの姿

○地域資源の活用により、観光地として
の魅力が向上し、多くの人が集まりに
ぎわいが創出されています。

(1) 観光振興に向けた体制づくり

取組例 ○観光協会の活動支援

(2) 観光地としての魅力づくり

取組例
○市内の観光施設を回遊するための移

動手段の検討

○多様な観光回遊コースの創設・検討

(3) 観光情報の発信・充実

取組例
○ガイドマップ等による情報発信　　　

○ホームページ・パンフレット等の多言
語化

5-4　雇用・就業

目指す·
まちの姿

○市内の事業所において必要な雇用が
確保され、また、意欲を持つすべての
人がいきいきと働くことのできる就業
機会と就労環境が整っています。

(1) 雇用の促進

取組例

○新卒者・一般向けの合同就職説明会
の開催、合同会社見学会の開催

○民間企業が開催する就職面接会の開
催支援

(2) 就業機会の拡大

取組例

○女性や各世代に応じた就労支援セミ
ナー、就業相談の実施

○市政情報室、図書館における求人情報
の提供

(3) 就労環境の向上

取組例

○職場環境改善に向けた関係機関等と
の連携強化

○労働法令、ワーク・ライフ・バランス
に関する周知活動の推進

◆主な成果指標

指標名 現状値 令和 7 年度

認定農業者数 159 人 
（平成 30 年度） 171人

商工会加入率 52.5% 
（平成 30 年度） 55.5%

年間観光入込客数 177 万人 
（平成 30 年） 185 万人

就労マッチングによる就職
者数（年間）

2 人 
（令和元年度） 10 人
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第６章　みんながつながり参加する持続可能なまちづくり·
【市民活動・行財政】

6-1　市民活動

目指す·
まちの姿

○市民が主体的に地域コミュニティ活動
に参加することで住民同士がつなが
り、また地域の多様な団体が互いに
連携しながら、地域活動が活発に行
われています。

(1) 市民のまちづくり活動への参加促進

取組例

○市民活動団体の活動内容に関する情
報発信

○まちづくり体験講座、まちづくり人材
育成講座の開催

(2) 地域活動の活性化

取組例
○自治会運営の支援

○市民活動団体への支援

(3) 市民等と行政との協働の推進

取組例
○協働相談窓口の設置・運営

○協働事業提案制度の実施

6-2　人権・男女共同参画

目指す·
まちの姿

○性別、障がい、国籍等の多様性への理
解が深まり、すべての市民がお互いの
人権を尊重し合いながら共生できる社
会、自分らしい生き方を選択できる社
会に向けた意識づくりが進んでいます。

(1) 人権擁護の推進

取組例
○小中学校での人権教室の開催

○人権相談の実施

(2) 男女共同参画の推進

取組例
○男女共同参画セミナーの開催

○ＤＶ相談の実施

6-3　多文化共生

目指す·
まちの姿

○国籍や民族などの異なる人々が互いの
文化的違いを認め合い、地域社会の
中でともに暮らすことができています。

(1) 多文化共生の推進

取組例
○生活支援情報・案内標識等の多言語化

○地域交流の場への外国人の参加促進

(2) 国際交流活動の推進

取組例
○国際交流協会主催の国際交流イベント

の支援

○国際交流研修会等への参加の促進

6-4　情報共有・発信

目指す·
まちの姿

○広報・広聴活動の充実により市民と行
政との間で情報が共有され、シティ
プロモーションの推進により本市に興
味・関心を持つ人が増えています。

(1) 市政情報発信の充実

取組例
○「広報そでがうら」の発行と周知活動

の実施

○生活安全メールの配信

(2) 広聴活動の推進

取組例
○「市民の声」の受付

○パブリックコメント手続の実施

(3) シティプロモーションの展開

取組例

〇ホームページ・各種メディアを活用した
情報発信

○市民協働によるシティプロモーション
の推進
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6-5　行政運営

目指す·
まちの姿

○社会経済情勢の変化を的確に捉えな
がら、市民に信頼される行政運営が、
効果的・効率的に行われています。

(1) 効率的な行政運営

取組例
○ＡＩ等を用いた新たな情報技術の導入

○市庁舎整備の実施

(2) 職員の人材育成

取組例
○各種職員研修の実施・派遣

○人事評価制度の運用

(3) 広域行政の推進

取組例
○君津中央病院を中核とした地域医療

連携

○安定的な広域水道事業の運営

6-6　財政運営

目指す·
まちの姿

○限りある財源や公共施設等の行政資
源が有効に活用され、計画的な財政
運営により、安定した財政基盤が確立
されています。

(1) 公共施設等の活用・見直し

取組例
○公共施設等総合管理計画の着実な進

行管理

○個別施設計画の策定

(2) 安定した財政運営

取組例
○ふるさと納税の促進

○事務事業等の簡素化・合理化

◆主な成果指標

指標名 現状値 令和7年度

地域活動に参加している
（したことがある）市民の
割合

51.9% 
（令和元年度） 64.0%

男女が平等だと思う市民の
割合

49.5% 
（令和元年度）

55.0%

外国人にとって暮らしやす
いと感じる市民の割合

41.1% 
（令和元年度） 47.0%

市の広報・広聴活動が適切
に行われていると感じる市
民の割合

64.6% 
（令和元年度） 70.0%

信頼できる市政運営を行っ
ていると思う市民の割合

65.6% 
（令和元年度） 68.5%

経常収支比率 94.5% 
（平成 30 年度） 90.0%
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